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─────────────────────────────────────────── 

令和３年 ３ 月 宇 美 町 議 会 定 例 会 会 議 録 （第２日） 

令和３年３月４日（木曜日） 

─────────────────────────────────────────── 

 提出された案件は次のとおり 

 日程第１ 同意第１号 宇美町監査委員の選任について 

 日程第２ 議案第２号 糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合規約の一部変更に関する協議につい

て 

 日程第３ 議案第３号 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及

び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 日程第４ 議案第４号 町道路線の変更について 

 日程第５ 議案第１３号 令和２年度宇美町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第６ 議案第１４号 令和２年度宇美町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第７ 議案第１５号 令和２年度宇美町上水道事業会計補正予算（第３号） 

 日程第８ 議案第１６号 令和２年度宇美町流域関連公共下水道事業会計補正予算（第２号） 

 日程第９ 議案第１７号 令和２年度宇美町一般会計補正予算（第８号） 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 同意第１号 宇美町監査委員の選任について 

 日程第２ 議案第２号 糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合規約の一部変更に関する協議につい

て 

 日程第３ 議案第３号 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及

び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について 

 日程第４ 議案第４号 町道路線の変更について 

 日程第５ 議案第１３号 令和２年度宇美町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第６ 議案第１４号 令和２年度宇美町国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第７ 議案第１５号 令和２年度宇美町上水道事業会計補正予算（第３号） 

 日程第８ 議案第１６号 令和２年度宇美町流域関連公共下水道事業会計補正予算（第２号） 

 日程第９ 議案第１７号 令和２年度宇美町一般会計補正予算（第８号） 

────────────────────────────── 

出席議員（１３名） 

１番 丸山 康夫         ２番 平野 龍彦 
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３番 安川 繁典         ４番 藤木  泰 

５番 入江 政行         ６番 吉原 秀信 

８番 黒川  悟         ９番 脇田 義政 

１０番 小林 征男        １１番 飛賀 貴夫 

１２番 白水 英至        １３番 南里 正秀 

１４番 古賀ひろ子                  

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

議会事務局長 川畑 廣典              

    書記 太田 美和     書記 中山 直子 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 木原  忠     副町長 ………………… 髙場 英信 

教育長 ………………… 佐々木壮一朗     総務課長 ……………… 佐伯 剛美 

危機管理課長 ………… 藤木 義和     財政課長 ……………… 中西 敏光 

まちづくり課長 ……… 丸田 宏幸     税務課長 ……………… 江﨑 浩二 

会計課長 ……………… 瓦田 浩一     住民課長 ……………… 八島 勝行 

健康福祉課長 ………… 尾上 靖子     環境農林課長 ………… 工藤 正人 

管財課長 ……………… 矢野 量久     都市整備課長 ………… 安川 忠行 

上下水道課長 ………… 藤井 則昭     学校教育課長 ………… 原田 和幸 

社会教育課長 ………… 飯西 美咲     こどもみらい課長 …… 太田 一男 

監査委員事務局長 …… 川畑 廣典                       

町制施行１００周年事業推進事務局長 ……………………………………… 安川 茂伸 

────────────────────────────── 

10時00分開議 

○議会事務局長（川畑廣典君）  起立願います。礼。おはようございます。着席願います。 

 お手元に本日の議事日程第２号をお配りしておりますので、御確認願います。 

○議長（古賀ひろ子君）  改めまして、おはようございます。 

 本日の会議を開きます。 

 お諮りします。本日、投票による採決がありますが、９番、脇田議員の投票については記載を
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自席で行い、事務局職員として代理投函させたいと思いますが御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  異議なしと認めます。したがって、９番、脇田議員の投票については記

載を自席で行い、事務局職員をして代理投函することに決定しました。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．同意第１号 

○議長（古賀ひろ子君）  日程第１、同意第１号 宇美町監査委員の選任についてを議題といたし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。川畑監査委員事務局長。 

○監査委員事務局長（川畑廣典君）  それでは、同意第１号 宇美町監査委員の選任について、宇

美町監査委員に次の者を選任する。令和３年３月３日提出、宇美町長木原忠。 

 住所、１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１、氏名、平島忠雄、生年月日

１１１１１１１１１であります。 

 提案理由でありますが、識見を有する者のうちから選任された監査委員平島忠雄氏の任期が令

和３年３月２１日で満了することに伴い、同氏を再任することについて、地方自治法第１９６条

第１項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

 参考としまして、１ページめくっていただきまして、参考資料１ページに平島忠雄氏の略歴を

つけておりますので御参照願います。 

 もう１枚おめくりいただいて、参考資料２ページには地方自治法の抜粋と現在の監査委員の名

簿を上げております。監査委員の定数につきましては、地方自治法第１９５条で町村にあっては

２名となっており、１９６条においてうち１人は識見を有する者からの選任となり、もう１人は

議会議員からの選任となっております。 

 任期でございますが、第１９７条において、識見を有する者のうちから選任される者にあって

は４年となっております。したがいまして、本日、平島忠雄氏の選任の同意が得られましたら、

任期は令和３年３月２２日から令和７年３月２１日までの４年間となるものでございます。 

 以上で、説明を終わりますが、御同意をいただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりましたので、採決に入ります。この採決は無記名投票で行

います。 

 議場の出入口を閉めます。 

〔議場閉鎖〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ただいまの出席議員数は１２人であります。 

 次に、立会人を指名いたします。会議規則第３２条第２項の規定によって、立会人に４番、藤
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木議員及び５番、入江議員を指名いたします。 

 投票用紙を配付します。 

 念のために申し上げます。本案に同意することに賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記載願

います。 

 なお、重ねて申し上げます。投票中、賛否を表明しない投票及び賛否の明らかでない投票は会

議規則第８４条の規定により否とみなすことにいたします。 

〔投票用紙配付〕 

○議長（古賀ひろ子君）  投票用紙の配付漏れはございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検いたします。 

〔投票箱点検〕 

○議長（古賀ひろ子君）  異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。議会事務局長が議席番号と議員名を読み上げますので、順番に

投票をお願いします。 

〔事務局長点呼・議員投票〕 

……………………………………………………………………………… 

 １番  丸山 議員       ２番  平野 議員 

 ３番  安川 議員       ４番  藤木 議員 

 ５番  入江 議員       ６番  吉原 議員 

 ８番  黒川 議員       ９番  脇田 議員 

１０番  小林 議員      １１番  飛賀 議員 

１２番  白水 議員      １３番  南里 議員 

……………………………………………………………………………… 

○議長（古賀ひろ子君）  投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  投票漏れなしと認めます。投票を終わります。 

 開票を行います。４番、藤木議員及び５番、入江議員、開票の立会いをお願いします。 

〔開票〕 

○議長（古賀ひろ子君）  投票の結果を報告いたします。 

 投票総数１２票、有効投票１２票、無効投票なしです。有効投票のうち、賛成１１票、反対

１票、以上のとおり賛成が多数です。したがって、同意第１号 宇美町監査委員の選任について
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は、原案のとおり同意することに決定されました。 

 議場の閉鎖を解きます。 

〔議場開鎖〕 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第２号 

○議長（古賀ひろ子君）  日程第２、議案第２号 糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合規約の一部変

更に関する協議についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。工藤環境農林課長。 

○環境農林課長（工藤正人君）  失礼します。それでは、議案第２号について御説明いたします。 

 議案第２号 糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合規約の一部変更に関する協議について、地方自

治法第２８６条第２項の規定により、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合規約の一部を変更する規

約を別紙のとおり定めることについて、構成団体と協議する。令和３年３月３日、宇美町長木原

忠。 

 提案理由でございますが、糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合の事務所の位置を住居表示の実施

に伴い変更するため、当該組合の規約の一部変更に関し構成団体と協議することについて、地方

自治法第２９０条の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 次のページ、１ページにつきましては規約変更の条文でございまして、附則にありますとおり

この規約につきましては、公布の日から施行するということにしております。 

 次の２ページが新旧対照表となっております。すみません、資料を横にしていただきまして、

この新旧対照表によりまして説明をさせていただきます。右側の現行の欄を御覧ください。第

４条で組合の事務所の位置を規定しておりますが、組合の事務所は糟屋郡篠栗町大字篠栗

４９１０番地２に置くにしていたものを、住居表示が実施されたことに伴いまして、左側の改正

案にありますとおり、糟屋郡篠栗町中央二丁目２番１６号に改めるものでございます。 

 簡単でございますが、以上で説明を終わります。御審議の上、可決いただきますようよろしく

お願いいたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。質疑を終結します。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  討論なしと認めます。 

 これから議案第２号 糟屋郡篠栗町外一市五町財産組合規約の一部変更に関する協議について
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を採決いたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（古賀ひろ子君）  起立全員であります。したがって、議案第２号は原案のとおり可決され

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第３号 

○議長（古賀ひろ子君）  日程第３、議案第３号 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方

公共団体の数の増加及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。佐伯総務課長。 

○総務課長（佐伯剛美君）  失礼いたします。議案第３号でございます。福岡県市町村職員退職手

当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更につい

てでございます。 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、令和３年４月１日から福岡県市町村職員退職手当

組合に田川地区広域環境衛生施設組合を加入させるとともに、福岡県市町村職員退職手当組合規

約を別紙のとおり変更するものでございます。 

 提案理由でございますが、令和３年４月１日から、田川地区広域環境衛生施設組合が、新規設

置により福岡県市町村職員退職手当組合に加入する。このことに伴い、福岡県市町村職員退職手

当組合を組織する地方公共団体の数を増やし、福岡県市町村職員退職手当組合規約を変更するた

め、地方自治法第２９０条の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 ページをおめくりください。１ページには変更する規約案をつけております。附則にあります

ように、この規約につきましては令和３年４月１日から施行するものでございます。 

 ページをおめくりください。２ページ、３ページには新旧対照表をつけております。説明につ

きましては、新旧対照表により説明させていただきます。縦横申し訳ございませんが、よろしく

お願いいたします。 

 新旧対照表には、まず別表第１、第２条関係でございますが、組合市町村が記名されておりま

す。田川郡のところにありますが、現行のものが右、改正案が左という形で新旧という形で記入

されております。田川郡の欄でございますが、下線が引いてありますが、一番後ろの部分でござ

いますが、田川地区広域環境衛生施設組合が新たに加えられるものでございます。 

 ページをおめくりください。 

 次は、別表第２、第５条関係の抜粋でございます。 

 議員の選挙区及び定数の欄でございます。同じく第５区につきまして、一番最後になりますが、

田川地区広域環境衛生施設組合が新たに加えられるものでございます。 
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 簡単でありますが、説明を終わります。御審議の上、議決いただきますようよろしくお願いい

たします。 

○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。質疑を終結します。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  討論なしと認めます。 

 これから議案第３号 福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増加及び

福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更についてを採決いたします。本案を原案のとおり決定

することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（古賀ひろ子君）  起立全員であります。したがって、議案第３号は原案のとおり可決され

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第４号 

○議長（古賀ひろ子君）  日程第４、議案第４号 町道路線の変更についてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。安川都市整備課長。 

○都市整備課長（安川忠行君）  失礼いたします。議案第４号 町道路線の変更について、次のと

おり、町道路線を変更するものとする。令和３年３月３日提出、宇美町長木原忠。 

 路線名宇美神社裏線、旧起点、宇美一丁目４１０８番１、旧終点宇美一丁目４１８４番３、新

起点、宇美一丁目４１０８番１、新終点、明神坂一丁目４６８４番４。 

 提案理由でございますが、道路法第１０条第２項の規定に基づき、町道路線を変更するに当た

り、同条第３項の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

 恐れ入ります、１枚めくっていただきまして、資料１番になりますが、町道路線変更位置図に

なります。図面中央部分、黒線で示しておりますのは現在の町道宇美神社裏線です。赤の部分で

ございますが、子安新橋歩道橋６０.２メートルになります。この部分を今回延長するものでご

ざいます。子安新橋におきましては昭和６３年に架設されます。今後、維持修繕等が出てきます

ので、今回、町道を延長することによりまして、補助金等を活用して計画的な維持補修が可能に

なります。 

 以上で説明が終わりますが、御審議いただき、議決いただきますようよろしくお願いいたしま

す。 
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○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。

１番、丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  １番、丸山です。この子安新橋歩道橋、これは町道認定をしないと補助金

を活用した改修工事ができないということで理解していいんでしょうか。 

○議長（古賀ひろ子君）  安川課長。 

○都市整備課長（安川忠行君）  現状の補助金のメニューでは補助金の対象となりませんので、今

回、道路延長をするということになります。 

○議長（古賀ひろ子君）  丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  この子安新橋、これまでも確か塗り替えとかされてきたと思うんですけれ

ども、今後どのような補修を予定しているんですか、回答してください。 

○議長（古賀ひろ子君）  安川課長。 

○都市整備課長（安川忠行君）  子安新橋におきましては、平成２９年に塗装の工事を行っており

ます。今後、歩道橋につきましては、まず調査委託をしまして老朽のチェックをした後に計画的

な補修を行うというところになります。 

○議長（古賀ひろ子君）  丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  現在で、この橋梁についてはきちんとした調査がなされていると私は理解

しているんですけれども、さらに調査するんですか。その調査にかかる費用というのは、もちろ

ん国庫補助を使った調査を行うんですか。その辺がよくわからないんですけど。 

○議長（古賀ひろ子君）  安川課長。 

○都市整備課長（安川忠行君）  現在、８３橋、町内ありますけど、それについては議員おっしゃ

るとおり補助金を活用して調査を行っています。その調査に基づいて今現在段階的には修繕をし

ているわけなんですけど、今回、この分については含まれておりませんでしたので、今後、調査、

その次に計画的な修繕というところになります。 

○議長（古賀ひろ子君）  ほかにはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。質疑を終結します。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  討論なしと認めます。 

 これから議案第４号 町道路線の変更についてを採決いたします。本案を原案のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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○議長（古賀ひろ子君）  起立全員であります。したがって、議案第４号は原案のとおり可決され

ました。 

────────────・────・──────────── 

日程第５．議案第１３号 

○議長（古賀ひろ子君）  日程第５、議案第１３号 令和２年度宇美町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。八島住民課長。 

○住民課長（八島勝行君）  議案第１３号 令和２年度宇美町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）について御説明をいたします。 

 予算書の１ページをお開きください。 

 令和２年度宇美町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、歳入歳出予算の総額から歳

入歳出それぞれ１４３万７,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を４億５,８４４万

８,０００円とするものでございます。 

 本補正予算につきましては、決算見込みに伴う各費目の整理と、後期高齢者医療広域連合納付

金の額の確定の伴う整理を中心として編成いたしております。 

 まず、歳出のほうから御説明いたします。 

 １６ページ、１７ページをお開きください。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金１４３万７,０００円の減額は、納付金の額が確

定したことによる補正でございます。 

 続いて、歳入の御説明をいたします。 

 １２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 １款１項後期高齢者医療保険料の１目後期高齢者医療特別徴収保険料５５万６,０００円の減

額及び２目の後期高齢者医療普通徴収保険料２５８万６,０００円の増額は、年度末までの収納

状況を見通してそれぞれ補正するものでございます。 

 次の３款１項１目一般会計繰入金の２節保険基盤安定繰入金３４６万７,０００円の減額は、

後期高齢者医療広域連合納付金の額の確定に伴う補正を行っております。 

 以上で、説明を終わりますが、御審議の上、御議決いただきますようお願いいたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑の方法についてお諮りします。歳入歳出を一括審査いたしたいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  異議なしと認めます。質疑のある方はページ数をお示しの上、質疑をお
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願いします。質疑のある方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。質疑を終結します。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  討論なしと認めます。 

 これから議案第１３号 令和２年度宇美町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）を採決

いたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（古賀ひろ子君）  起立全員であります。したがって、議案第１３号は原案のとおり可決さ

れました。 

────────────・────・──────────── 

日程第６．議案第１４号 

○議長（古賀ひろ子君）  日程第６、議案第１４号 令和２年度宇美町国民健康保険特別会計補正

予算（第４号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。八島住民課長。 

○住民課長（八島勝行君）  議案第１４号 令和２年度宇美町国民健康保険特別会計補正予算（第

４号）について御説明をいたします。 

 予算書の１ページをお開きください。 

 令和２年度宇美町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、歳入歳出予算の総額に歳入歳

出それぞれ６,４９８万５,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を４１億４１３万８,０００円

とするものでございます。 

 本補正予算につきましては、決算見込みによる各費目の整理と、国及び県の支出金等の額の確

定に伴う整理を中心として行っております。 

 それでは、歳出のほうから御説明いたします。 

 ２０ページ、２１ページをお開きください。 

 １款１項１目一般管理費４９万３,０００円の減額は、決算を見込んで減額補正したものでご

ざいます。 

 次の、２項徴収費は歳入の補正に伴う財源更正を行っています。 

 下段の２款１項５目審査支払手数料６２万６,０００円の減額と、次のページの２款４項１目

出産育児一時金６６８万円の減額は年度末を見通してそれぞれ減額補正するものでございます。 

 次の３款国民健康保険事業費納付金の１項医療給付費分から次の２４、２５ページにまたがっ
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ておりますが、上段の３項介護納付金分までは歳入の補正に伴う財源更正を行うものでございま

す。 

 中段の６款１項保健事業費は、決算見込みで減額補正を行っております。 

 次の２項特定健康診査等事業費は９６３万８,０００円の減額を行っております。これにつき

ましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、例年５月から始まる特定健康診査が１０月

開始となったことで健診の実施日数及び受診者数が少なくなったため決算見込みで減額を行うも

のでございます。 

 ２６、２７ページをお開きください。 

 ８款１項３目保険給付費等交付金償還金７,３５０万５,０００円の増額は、平成３１年度の保

険給付費等交付金の精算により償還の額が確定したため、増額補正するものでございます。 

 歳出の最後でございますが、１１款１項１目国民健康保険財政調整積立基金積立金９０２万

８,０００円の増額は令和２年度の歳入歳出予算額の調整を行うため増額を行っております。 

 続いて、歳入の御説明をいたします。 

 １２ページ、１３ページをお開きください。 

 １款１項１目一般被保険者国民健康保険税は、年度末までの収納状況を見通して減額補正を行

っております。 

 ２款１項１目督促手数料５万円の減額は決算見込みで減額を行っております。 

 次の３款国庫支出金の２項４目災害等臨時特例補助金７８２万７,０００円の増額は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響による保険税の減免に対する国庫支出金分を増額するものでございま

す。 

 下段の４款１項１目保険給付費等交付金は、次の１４、１５ページにまたがっておりますが、

７２８万１,０００円の増額で、交付金額の確定による補正でございます。 

 次の５款１項１目一般会計繰入金の１節保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）１７０万

６,０００円の増額と、２節保険基盤安定繰入金（保険者支援分）１,９４７万１,０００円の増

額は、交付金の額及び繰入金の額が確定したため増額を行います。 

 そして、次の３節職員給与費等繰入金３,１８４万２,０００円の増額は、職員５人分の給与費

等について必要額を増額補正、４節出産育児一時金等繰入金４００万円の減額は決算見込みで減

額補正、５節財政安定化支援事業繰入金２２８万９,０００円の増額は、交付金の額及び繰入金

の額が確定したがため、増額補正を行うものでございます。 

 下段の７款１項１目延滞金４７２万円の増額は、１月１４日時点の収入額に合わせて増額補正

を行っております。 

 １６、１７ページをお開きください。 
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 ７款３項雑入の１目一般被保険者第三者納付金１８万６,０００円の減額は決算見込みで減額

補正、次の９目特定健康診査自己負担金１９万１,０００円の増額は決算見込みで増額補正する

ものでございます。 

 歳入の最後ですが、１１目雑入の１３８万３,０００円の増額は後期高齢者医療広域連合から

委託を受けて、高齢者の保健事業と介護予防事業を一体的に行うための交付金で管理栄養士の人

件費分を一般会計と案分した国民健康保険を計上してあります。 

 以上で、御説明を終わりますが、御審議の上、御議決いただきますようお願いいたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりましたので、質疑に入ります。質疑の方法についてお諮り

します。歳入歳出を一括審査いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  異議なしと認めます。 

 質疑のある方はページ数をお示しの上、質疑をお願いします。質疑のある方はどうぞ。ありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。質疑を終結します。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  討論なしと認めます。 

 これから議案第１４号 令和２年度宇美町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）を採決い

たします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（古賀ひろ子君）  起立全員であります。したがって、議案第１４号は原案のとおり可決さ

れました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第１５号 

○議長（古賀ひろ子君）  日程第７、議案第１５号 令和２年度宇美町上水道事業会計補正予算

（第３号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。藤井上下水道課長。 

○上下水道課長（藤井則昭君）  それでは、議案第１５号 令和２年度宇美町上水道事業会計補正

予算（第３号）について御説明いたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 今回の補正予算は年度末の決算を見通しまして補正をするものでございます。 
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 第２条で収益的収支の収入において既決予定額８億８９４万６,０００円を２,５６５万

７,０００円増額補正して８億３,４６０万３,０００円に、支出で既決予定額７億２,９６５万

１,０００円を９９８万３,０００円減額補正して、７億１,９６６万８,０００円とするものでご

ざいます。 

 第３条で資本的収支の収入において既決予定額３,０１５万円を８６４万円減額補正して

２,１５１万円にするものでございます。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額５億

３,３７１万３,０００円は損益勘定留保資金、建設改良積立金などにて補塡することといたして

おります。 

 また、第４条で職員給与費を変更しております。 

 予算書の４ページ、５ページをお願いします。 

 収益的収入及び支出の収入におきまして、１款水道事業収益１項営業収益１目給水収益

２,６００万円の増額は１２月末までの水道使用料調定額から年度末を見通した増額補正でござ

います。増額の要因といたしましては、家事用の使用水量の増加が考えられます。 

 ３目その他の営業収益３節雑収益の２９万８,０００円の増額は、ろ過砂の売却代を計上する

ものでございます。 

 ２項営業外収益６目長期前受金戻入４節工事負担金長期前受金戻入６４万１,０００円の減額

は、下水道事業費から支払いされる布設替工事負担金について減価償却額の確定に伴い減額する

ものでございます。 

 支出に移りまして、１款水道事業費用１項営業費用１目原水及び浄水費の２節手当から３５節

法定福利引当金繰入額は、浄水場職員の人件費について年度末を見通して不用額の整理を行うも

のでございます。 

 ３目総係費１節給料から５節法定福利費５７２万７,０００円の減額は、課長の人件費を下水

道事業会計と案分し精算などをすることで減額となるものでございます。 

 ５目減価償却費１節有形固定資産減価償却費５９万３,０００円の減額は、減価償却費の確定

に伴い補正を行うものでございます。 

 ６目資産減耗費１節固定資産除却費３５２万６,０００円の減額は配水管の布設替に伴う残存

価格の除却費を補正するものでございます。 

 予算書の６ページ、７ページをお願いいたします。 

 資本的収入及び支出の収入におきまして、１款資本的収入３項工事負担金１目工事負担金

１,５８０万６,０００円の減額は、下水道工事に伴う補償費の減によりまして配水管布設替工事

負担金を減額するものでございます。 

 ５項国庫補助金１目国庫補助金７１６万６,０００円の増額は、県道福岡太宰府線、原田三丁
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目外（１）配水管布設替工事が国庫補助の対象となりましたので計上するものでございます。 

 今回の補正により本年度の収支は９,３９８万円余の純利益が見込まれ、今年度末の資金残高

は３億１,５６３万円余となる見込みでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議いただき、議決いただきますようお願いいたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑の方法についてお諮りします。収益的収入及び支出と資本的収入を一括審査いたしたいと

思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  異議なしと認めます。質疑のある方はページ数をお示しの上、質疑をお

願いします。質疑のある方はどうぞ。１番、丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  まず、５ページです。 

 水道使用料２,６００万円増えています。非常に大きな金額じゃないかなとありがたく思って

いるんですけど、何でこれだけ増えたんですか、当初から考えていた、かなり想定を超えるよう

な増え方だと思います。その理由を教えてください。 

○議長（古賀ひろ子君）  藤井課長。 

○上下水道課長（藤井則昭君）  ただいま御質問の水道料金の２,６００万円の増額でございます

けれども、この要因につきましては家事を、これが戸数及び水量が伸びたことによって増加をし

ております。そこでその水量の伸びについては、今回、新型コロナウイルスの感染拡大に伴いま

して、家庭での手洗いやうがい、そして在宅時間が長くなったことなどによって使用量が増えた

ということで推測をしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（古賀ひろ子君）  丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  そういった感じじゃないかなと思ったんですけれども、となると新年度の

予算も増加してくるんじゃないかなという予想もしているんですが、そこはまた聞きたいと思い

ます。 

 ７ページです。 

 工事負担金、当初予算額が３,０１０万円、これが１,５８０万６,０００円入って来ないんで

す。当初予算に比べると半額以上が入って来ない。これは結構大きな痛手じゃないかなと私は思

うんですけれども、これに至った理由というのを詳しく教えてください。当初予算を３,０００万

円組んでおって半分以上入らないというのは、私はちょっと異常事態じゃないかなと思うんです

けど、どうなんでしょう。 

○議長（古賀ひろ子君）  藤井課長。 
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○上下水道課長（藤井則昭君）  ここでの工事負担金の減額でございますけども、当初予算では下

水道工事に伴う布設水道管が支障になるときに補償費として水道のほうで計上をしておりますけ

れども、今回その下水道のほうの詳細設計におきまして、水道管が支障にならないように担当の

ほうは経費削減を考えて設計を行っておりますので、その結果として減額になったということで

ございます。 

○議長（古賀ひろ子君）  丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  よく分かりました。そういうふうに説明をちゃんとしていただければよく

分かりますんでね。 

 最後なんですけれども、国庫補助金７１６万６,０００円が計上されています。これ当初はゼ

ロだったんです。ということは、当初の段階で国庫補助を申請する予定が全くなかったというこ

とで理解していいですか。 

○議長（古賀ひろ子君）  藤井課長。 

○上下水道課長（藤井則昭君）  今回、国庫補助金で７１６万６,０００円増額補正ということで

行っております。これにつきましては、貴船五丁目地区の関連の補助金でございます。これにつ

きましては、当初は上げていないというのはまだ補助の、何でしょう、申請も県のほうには何も

しておりませんし、当課のほうではどのメニューに該当するかということでまだ検討段階でござ

いましたので、当初予算では計上はしておりませんでした。 

○議長（古賀ひろ子君）  丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  意地悪な言い方をすると、この工事は貴船区の住民の方々に全額負担して

いただこうと思っているから、煩わしい国庫申請なんかしないで全部負担金として負担してもら

おうというふうに考えたんじゃないかなと思ってしまうんです。これ意地悪な言い方ですよ。多

分、そうじゃないと思うんですけれども、やはりこういった負担金が発生する負担を求めるよう

な工事については、その設計段階からきちんと国庫補助が使えるのかどうかということを前もっ

て精査した上で工事に入っていく、あるいは設計に取り組んでいく、そういうふうにすべきじゃ

ないかなと思っています。いかがですか、その辺の考え方、どうでしょう。 

○議長（古賀ひろ子君）  藤井課長。 

○上下水道課長（藤井則昭君）  この貴船五丁目の地区に関しては、今回、結果としては課内のほ

うで検討しまして国庫補助金を調達したということになるんですけども、決してその住民さんに

は負担額が少なくなるように当課でも検討して、その結果で補助金がここについたということで

すので、これについては当課のほうも住民のために寄り添ってやったと思っております。 

 以上です。 

○議長（古賀ひろ子君）  丸山議員。 
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○１番（丸山康夫君）  私もこれ国庫補助使えないんですかということを聞いて、その結果ついた

ということで非常に喜ばしいことなんです。ただ、今後そういった住民に負担を強いるような、

負担金を求めるような工事については、前もってしっかり国庫補助が使えるのかどうかというこ

とを精査した上で、交渉に挑むとかそういったことをやってほしいんです。だからそういったこ

とを言いたいんですね。ぜひ、そういうふうにこれからも努力していただきたいなというふうに

思っています。よろしくお願いします。 

○議長（古賀ひろ子君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。質疑を終結します。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第１５号 令和２年度宇美町上水道事業会計補正予算（第３号）を採決いたし

ます。 

 本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（古賀ひろ子君）  起立全員であります。したがって、議案第１５号は原案のとおり可決さ

れました。 

────────────・────・──────────── 

日程第８．議案第１６号 

○議長（古賀ひろ子君）  日程第８、議案第１６号 令和２年度宇美町流域関連公共下水道事業会

計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。藤井上下水道課長。 

○上下水道課長（藤井則昭君）  それでは、議案第１６号 令和２年度宇美町流域関連公共下水道

事業会計補正予算（第２号）について御説明いたします。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 今回の補正予算は、年度末の決算を見通しての補正をするものでございます。第２条で収益的

収支の収入において、既決予定額１０億９７０万７,０００円を１,９６２万１,０００円減額補

正して、９億９,００８万６,０００円に。支出で既決予定額８億７,４２１万８,０００円を

１,１９６万１,０００円増額補正して、８億８,６１７万９,０００円とするものでございます。 

 第３条で資本的収支の収入において、既決予定額４億９,３４９万２,０００円を３,６４５万

７,０００円減額補正して、４億５,７０３万５,０００円に。支出で既決予定額８億５,９３３万
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８,０００円を５,２２６万４,０００円減額補正して、８億７０７万４,０００円とするものでご

ざいます。 

 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額３億５,００３万９,０００円は、現年度分消

費税及び地方消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金などにて補塡することといたしてお

ります。 

 ２ページをお願いいたします。 

 第４条で、企業債の借入限度額について、公共下水道事業で既決限度額１億８,３１０万円を

４,１２０万円減額補正して、１億４,１９０万円に。流域下水道事業で既決限度額３,７１０万

円を１,５４０万円減額補正して、２,１７０万円とするものでございます。 

 また、第５条で職員給与費を変更し、第６条で他会計からの補助金について変更し、第７条で

利益剰余金の処分について変更をしております。 

 予算書６ページ、７ページをお願いいたします。 

 収益的収入及び支出の収入において、１款下水道事業収益１項営業収益１目下水道使用料

１,１００万円の増額は、１２月末の下水道使用料調定から年度末を見通して増額補正するもの

でございます。 

 ３目他会計負担金３,１８９万円の減額は、算定対象経費の見直しによりまして、一般会計繰

入金を減額するものでございます。 

 ５目その他の営業収益１節手数料１万３,０００円の減額は、年度末を見通し督促手数料を減

額するものでございます。 

 ２項営業外収益４目長期前受金戻入１４２万５,０００円の増額は、減価償却費の確定による

増額となっております。 

 ３項特別利益１目特別利益１４万３,０００円の減額は、地方公営企業法適用前の平成２８年

３月末までの下水道使用料及び受益者負担金について、１２月末の収入実績から年度末を見通し

て減額補正するものでございます。 

 予算書８ページ、９ページをお願いいたします。 

 支出に移りまして、１款下水道事業費用１項営業費用３目総係費１節給料から５節法定福利費

の人件費の増額は、課長の人件費を上水道事業会計と案分するもので、３０節賞与引当金繰入額

１２万１,０００円の減額及び３１節法定福利費引当金繰入額１万９,０００円は、不用額を整理

するものでございます。 

 ３４節補助金４０万円の減額は、年度末を見通し私道排水設備設置工事費助成金を減額するも

のでございます。 

 ４目減価償却費１４１万４,０００円の増額は、有形固定資産減価償却費の確定に伴い増額す
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るものでございます。 

 ２項営業外費用１目企業債利息及び企業債取扱諸費６７万８,０００円の減額は、企業債利息

の確定により不用額を整理するものでございます。 

 ２目消費税及び地方消費税６７８万４,０００円の増額は、年度末を見通し増額を行うもので

ございます。 

 予算書１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 続きまして、資本的収入及び支出の収入におきまして、１款資本的収入１項企業債１目企業債

５,６６０万円の減額は、各事業費の減額に伴い整理を行うものでございます。 

 ４項補助金１,４８５万円の増額は、社会資本整備総合交付金の確定及び国の補正予算による

追加事業が採択されたことにより増額するものでございます。 

 ５項負担金１目都市計画費負担金１節受益者負担金５２９万３,０００円の増額は、年度末を

見通し受益者負担金を増額し、また宅地開発に伴う区域外流入等により受益者負担金相当額が納

付されたことから増額補正を行うものでございます。 

 次に、資本的支出に移りますが、資料を添付していますので、昨日配付いたしました別紙で

３月議会議案資料綴、特別会計補正予算事業一覧を御参照ください。 

 それでは支出に移りまして、１款資本的支出１項建設改良費１目下水道事業費１５節委託料

１,１４３万４,０００円の増額は、各委託料の不用額を減額し、国の補正予算により補助事業と

して採択された汚水管渠点検業務委託料を増額するものでございます。 

 ２２節補償費１,５８０万６,０００円の減額及び２５節工事請負費３,０００万円の減額は、

各事業の不用見込額を減額し、国の補正予算により補助事業として採択された原田中央区（３）

下水道築造工事に伴う工事費及び補償費を計上するものでございます。 

 なお、国の補正予算により採択された事業につきましては、翌年度に繰り越して実施するもの

でございます。 

 ２目流域下水道建設負担金１,７９０万６,０００円の減額は、多々良川流域下水道事業建設負

担金の確定により減額補正するものでございます。 

 ２項企業債償還金１目企業債償還金１万４,０００円の増額は、償還元金の確定により増額を

行うものでございます。 

今回の補正予算により、本年度の収支は１億１,１０７万円余の純利益が見込まれるものでご

ざいます。また、本年度末の資金残は２,９２６万円余となる見込みでございます。 

 以上で説明を終わりますが、御審議いただき議決いただきますようお願いいたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑の方法についてお諮りします。収益的収入及び支出と資本的収入及び支出を一括審査いた
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したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  異議なしと認めます。 

 質疑のある方はページ数をお示しの上、質疑をお願いします。質疑のある方はどうぞ。１番、

丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  資料の事業一覧の１ページの一番上、委託料についてお伺いしたいんです

けれども、宇美町汚水管渠の点検業務１,６００万円。なぜ、今、組むんですか。もっと早い時

期にやって年度内に完成するようなことはなぜできなかったのか。なぜ、今、やるのかというの

が知りたいんですが、どうでしょう。 

○議長（古賀ひろ子君）  藤井課長。 

○上下水道課長（藤井則昭君）  この点検調査でございますけども、これについては先ほど御説明

いたしましたように、国の補正予算で繰越事業になります。（発言する者あり）はい。これはも

ともと３年度に予定するものでございまして、前倒して２年の事業ということでしております。

この事業は、以前から毎年実施をしております。平成２年度も国の補助金をもらって汚水管渠、

またはマンホールの目視点検とか行っておりますので、あくまでも今回補正予算で計上するのは、

３年度分の前倒しの分を計上するということです。 

 以上です。 

○議長（古賀ひろ子君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。質疑を終結します。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  討論なしと認めます。 

 これから、議案第１６号 令和２年度宇美町流域関連公共下水道事業会計補正予算（第２号）

を採決いたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（古賀ひろ子君）  起立全員であります。したがって、議案第１６号は原案のとおり可決さ

れました。 

 ただいまから、１１時１５分まで休憩に入ります。 

11時03分休憩 

……………………………………………………………………………… 

11時15分再開 
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○議長（古賀ひろ子君）  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第９．議案第１７号 

○議長（古賀ひろ子君）  日程第９、議案第１７号 令和２年度宇美町一般会計補正予算（第

８号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。中西財政課長。 

○財政課長（中西敏光君）  それでは、議案第１７号 令和２年度宇美町一般会計補正予算（第

８号）の説明をさせていただきます。 

 予算書の１ページをお開き願います。 

 令和２年度宇美町一般会計補正予算（第８号）は、歳入歳出それぞれ３億６,２７７万

３,０００円を追加し、予算総額を１７７億４７３万２,０００円とするものでございます。 

 補正の主な内容は、新型コロナウイルス感染症の影響により不用となった経費の減額や、令和

２年度決算を見通しての各事業費の整理及び小学校施設整備費の増額などを行うもので、第２条

で繰越明許費の補正、第３条で地方債の補正を併せて提案するものでございます。 

 なお、各款にわたる人件費の補正につきましては、説明を割愛させていただきますことを御了

承いただきたいと思います。 

 資料につきましては、３月議会議案資料綴一般会計補正予算（第８号）事業一覧表を御参照く

ださい。 

 それでは、歳出から説明をさせていただきます。 

 予算書４４ページ、４５ページをお願いいたします。 

 １款議会費１項議会費１目議会費は、人件費の調整を除き決算を見通しての各経費の整理を行

うものです。 

 ４６、４７ページをお願いします。 

 ２款総務費１項総務管理費１目一般管理費についても、決算を見通しての各経費の整理となっ

ていますが、一番下、庁内共通事務関係経費については、次の４８、４９ページ、右上のコピー

機使用料は各課の使用量増により３６万９,０００円増額をしております。 

 ２目文書広報費、広報広聴事業費は決算を見通しての減額整理。 

 次の５目財産管理費、設計業務委託料２４２万円の減額は、庁舎トイレ等改修設計業務委託料

で執行残によるものです。そのほか決算を見通しての減額整理となっております。 

 ７目電子計算費も執行残による減額です。 

 ８目自治振興費５０、５１ページ、９目生涯学習推進費、１０目交通安全対策費、１１目防犯

対策費。 



- 39 - 

 ５２、５３ページをお願いします。 

 １２目土地対策費についても決算を見通しての減額整理となっています。 

 １４目基金費では、基金の利子を整理するほか、本補正予算における歳入超過額について、本

補正予算に計上しています町有地売払収入や次年度以降予定されています事業等を見込み、庁舎

建設等基金に２億１,０７０万２,０００円を積立て、残りの２億３,５２１万６,０００円を財政

調整基金に積立てるものです。森林環境譲与税基金費は、森林環境譲与税を割り当てている事業

の執行額確定により２２万８,０００円積立てるものです。 

 １７目町制施行記念事業費、１００周年事業推進事業費は、３月末までの執行見込みから不用

額を減額するものです。 

 ５４、５５ページをお願いします。 

 中段から新型コロナウイルス感染症に伴う町独自の支援事業や感染防止対策事業について決算

を見通し減額するもので、１９目緊急経済対策費、飲食店宅配サービス等支援事業費は、宅配

サービス等事業費補助金２００万円減額。飲食店利用促進事業費補助金１５０万円減額。 

 ２１目施設環境対策費、庁舎内感染防止対策事業費２４万１,０００円減額。中央公民館・住

民福祉センター感染防止対策事業費７９万６,０００円減額。 

 ２２目施設支援対策費、町内福祉施設等応援給付金給付事業費１２０万９,０００円減額して

おります。 

 ５６、５７ページをお願いします。 

 ２項徴税費２目賦課徴収費は、執行残及び決算を見通しての減額整理となっています。 

 ５８、５９ページをお願いします。 

 ３項戸籍住民基本台帳費１目戸籍住民基本台帳費、右側中段の戸籍住民基本台帳管理費は、執

行残及び決算を見通しての減額整理のほか、個人番号カード関連事務交付金は個人番号カードの

交付枚数の増加等に伴い、１,２９１万３,０００円増額しております。なお、この経費は国の

１００％補助となっております。 

 ６０、６１ページをお願いいたします。 

 ５項統計調査費１目統計調査総務費１００万７,０００円の財源更正は、国勢調査に関する県

支出金が増額となったものです。 

 ２目指定統計費、国勢調査関係経費、その下、農林業経営体調査関係経費は決算を見通しての

減額整理となっております。 

 ６２、６３ページをお願いいたします。 

 ３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費、中段の民生委員・児童委員支援事業費。その

下、社会福祉関係経費も決算を見通しての減額整理となっております。 
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 ３目国民健康保険事業費、国民健康保険特別会計繰出金では、額の確定に伴い保険基盤安定分

を２,１１７万６,０００円増額。職員給与費等の保険基盤安定以外分を３,０１３万１,０００円

増額しています。 

 ４目障害者福祉費、障害児施設給付事業費、障害児施設給付費は、新型コロナウイルスの影響

による放課後等デイサービスの利用者数、利用日数の増加等に伴い５００万円増額しています。 

 ６４、６５ページをお願いします。 

 障害者自立支援給付費は、居宅介護や重度訪問介護、生活介護等の利用者及び利用日数の増加

等により、１,３９９万４,０００円増額しています。障害支援区分認定事業費、重度障害者医療

支援経費は、決算を見通しての減額整理となっています。 

 ５目高齢者福祉費、高齢者福祉事業費も決算を見通しての減額整理となっています。 

 ６目高齢者福祉施設費、老人福祉センター運営経費、老人福祉センター窓口受付等業務委託料

は額の確定により減額。 

 ７目介護保険事業費、介護予防事業費は、６６、６７ページに続きますが、執行残及び決算を

見通しての減額整理となっています。 

 中段の包括的支援事業費から次の介護保険関係経費、８目後期高齢者医療費までについては、

額の確定等により各経費の整理を行っています。 

 ２項児童福祉費１目児童福祉総務費、６８、６９ページをお願いします。 

 子育て世帯臨時特別給付金給付事業費、その下、子育て世帯応援給付金給付事業費については、

決算を見通しそれぞれ減額整理をしております。子安のまち出産子育て応援給付金給付事業費、

出産子育て応援給付金は、対象者が見込みより少なかったため４００万円減額しています。 

 ３目ひとり親家庭等医療費では、前年度県支出金返還金を２１万円計上しています。 

 ４目子育て支援事業費、放課後児童健全育成事業費は、前年度国・県支出金返還金を計５１万

３,０００円計上しています。 

 ７０、７１ページをお願いします。 

 子育て支援関係経費では託児業務委託料、その下、子育て支援団体補助金は、執行残を見込み

それぞれ減額しています。 

 ５目保育園費、町立保育園運営経費は、額の確定及び決算を見通しての減額整理となっていま

す。 

 次の特定教育・保育施設運営経費、その下、特定地域型保育事業費は７２、７３ページと続き

ますが、給付単価や児童数の最終見込み等により、各民間保育園給付費負担金について整理を行

っております。届出保育施設等事業費では、執行見込みにより利用給付費を４２１万７,０００円

減額しています。 
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 ６目児童福祉施設費、２番目の子育て支援センター運営経費、子育て支援センター運営業務委

託料は、契約執行残１５万６,０００円を減額しています。 

 ７４、７５ページをお願いします。 

 ４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費の右側中段の母子衛生事業費では、養育医療給

付費を１４８万３,０００円増額し、次の保健衛生事業費、７６、７７ページ、保健衛生関係経

費は決算を見通しての減額整理となっております。 

 ３目予防費、予防接種事業費、個別予防接種業務委託料は、決算を見通しての不足分として

４６１万７,０００円増額しています。また前年度国庫支出金返還金を７万円計上しています。

感染症予防事業費、結核健康診断業務委託料は、決算を見通し１９万９,０００円減額をしてい

ます。 

 ２項清掃費３目塵芥処理費、ごみ処理事業費では、須恵町外二ヶ町清掃施設組合の事業費の決

算見込みから、ＲＤＦ処理業務委託料を１,００５万９,０００円減額をしております。 

 ７８、７９ページをお願いいたします。 

 リサイクルセンター管理費では、宇美志免リサイクルセンター運営費の確定により、宇美町・

志免町衛生施設組合負担金を２０２万９,０００円増額しています。 

 ４目し尿処理費、浄化槽費は、設置基数の確定により合併処理浄化槽設置整備事業補助金の補

助分を１９７万７,０００円減額。単独分を２０万７,０００円減額しています。浄化センター管

理費は、宇美志免浄化センター運営費の確定により、宇美町・志免町衛生施設組合負担金を

４１２万６,０００円減額しています。 

 ８０、８１ページをお願いします。 

 ６款農林水産業費１項農業費１目農業委員会費は、決算を見通しての減額整理。 

 ３目農業振興費、町民農園事業費、稲作補償費は第一農園閉園等により７万９,０００円減額

です。 

 ５目農地費、農業基盤保全事業、ため池ハザードマップ作成業務委託料は、執行見込額により

５００万円減額。サヤ堰改修事業費負担金は、事業費確定により３１万７,０００円減額をして

います。 

 ８２、８３ページをお願いします。 

 ２項林業費１目林業総務費、林政事務関係経費は額の確定等による減額整理。 

 ２目林業振興費、森林機能保全事業費、その下、林業振興関係経費は執行額確定等により減額

整理をしております。 

 ８４、８５ページをお願いいたします。 

 ７款商工費１項商工費については、全て執行残等の減額整理です。 
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 ８６、８７ページをお願いします。 

 ８款土木費、中段の２項道路橋りょう費は、執行残見込み等の減額整理のほか、道路りょう梁

維持管理費、一番下の土地購入費４５０万円の減額は、町道炭焼～新田原線狭あい道路整備事業

において、本年度中に土地を購入する見込みがなくなったことによるものです。 

 ８８、８９ページをお願いします。 

 ５項都市計画費１目都市計画総務費、右側中段の都市計画事務関係経費では、執行残による都

市計画道路見直し検証業務委託料５３万円減額しています。 

 ３目街路事業費、都市計画街路整備事業費では、額の確定により志免宇美線街路事業負担金を

１,０００万円減額しています。 

 ４目公共下水道費、流域関連公共下水道事業会計繰出金を３,１８９万円減額しています。 

 ９０、９１ページをお願いします。 

 ５目公園費、公園管理・整備事業費は、執行残等による減額のほか公園整備工事請負費

１,１００万円の増額は、国の防災・減災・国土強靭化のための５か年加速化対策に伴い、公園

施設長寿命化計画に基づき宇美公園ほか、２公園にある施設の更新工事を実施するもので、国の

２分の１の補助となっています。 

 ６目緑化推進費、花づくり事業費は、コロナ禍により春季育苗作業を中止したため、花苗等消

耗品費５７万７,０００円減額をしています。 

 ６項住宅費２目住宅建設費、町営住宅建設事業費は、次の９２、９３ページ。執行残等により、

昭和町町営住宅公園実施設計業務委託料１１万５,０００円減額。昭和町既存町営住宅解体工事

及び公園・駐車場整備工事請負費１,４３２万９,０００円減額をしています。 

 ９４、９５ページをお願いします。 

 ９款消防費１項消防費１目常備消防費では、額の確定により粕屋南部消防組合分担金を

９９５万８,０００円減額しています。 

 ２目非常備消防費と４目防災対策費、次の９６、９７ページまで続きますが、全て減額整理と

なっています。 

 ９８、９９ページをお願いいたします。 

 １０款教育費１項教育総務費１目教育委員会費、教育委員会運営経費は執行見込み額による減

額。 

 ２目事務局費、中段の事務局運営経費では、不足が見込まれるコピー機使用料を４万７,０００円

増額しています。 

 ３目教育支援事業費では、学校教育推進事業費において、新年度からの中学校教科書改訂に伴

い、指導主事と適応指導教室指導員用の教科書及び指導書購入費として１２３万５,０００円を
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計上していますが、一番下、学校支援事業費から１０１ページお願いします。中段からの保健・

安全対策事業費、就学援助事業費、就学指導事業費、１０２、１０３ページ、教育相談事業費、

不登校対策事業費まで、年度末を見通しての事務事業費の整理となっております。 

 ２項小学校費１目学校管理費、桜原小学校管理費は学校敷地内の下水道排水管等に汚泥が蓄積

しているため、排水管清掃業務委託料３０万６,０００円増額し、それ以外は年度末を見通して

の事務事業費の整理となっています。 

 ２目教育振興費では、１０４、１０５ページになりますが、各小学校教育振興費で、新年度に

在籍児童が進級した際に不足する特別支援学級用等の教師用の教科書及び指導書等の購入費を計

上しており、合計額としては５校で１１６万８,０００円となっております。 

 ４目施設整備費、桜原小学校施設整備費では体育館大規模改修事業に伴い、工事監理業務委託

料を３３８万７,０００円、体育施設整備工事請負費を１億３,４５９万２,０００円計上してお

り、全て次年度に繰り越して実施することとしています。この事業は国の３分の１の補助となっ

ています。 

 １０６、１０７ページをお願いいたします。 

 ３項中学校費１目学校管理費、学校管理関係経費は、年度末を見通しての事務事業費の整理と

なっています。 

 ２目教育振興費、中学校教育振興費も年度末を見通しての整理。 

 次の各中学校教育振興費においても、新年度からの中学校教科書改訂に伴い、教師用教科書及

び指導書購入費を計上しており、１０８、１０９ページ上段までになりますが、合計額としては

３校で６２２万６,０００円となっております。 

 ５項幼稚園費１目幼稚園費、施設等利用給付費は、執行見込みから施設等利用給付費を

１,８４７万３,０００円減額、補足給付事業費を４９９万２,０００円減額しています。また、

前年度国庫支出金返還金を９２万５,０００円計上しています。 

 ６項社会教育費については、人件費の調整を除き、１目社会教育総務費、次の１１０、

１１１ページ、２目青少年教育費、１１２、１１３ページ、３目人権教育費、４目公民館費、

１１４、１１５ページ、５目図書館費、６目社会教育施設費、７目芸術文化費まで、それぞれ年

度末を見通しての事務事業費の整理となっています。 

 次の８目文化財保護費、埋蔵文化財調査事業費では、会計年度任用職員報酬から次の１１６、

１１７ページの中段までは、大字井野字天園地区の埋蔵文化財確認審査申込書の提出があり、試

掘調査を実施した結果、本調査の必要がなくなったため、関係経費をそれぞれ減額するものです。 

 １１８、１１９ページをお願いします。 

 ７項保健体育費１目保健体育総務費、体育振興事業費の糟屋郡民体育大会等補助金は、新型コ
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ロナウイルスの影響により大会が中止となり２５４万３,０００円減額するものです。 

 ２目体育施設費、財源更正は新型コロナウイルスの影響により施設使用料及び諸収入の減によ

るものです。 

 ３目学校給食費、学校給食管理費、１２０、１２１ページをお願いします。中段までそれぞれ

年度末を見通しての減額整理となっています。食育推進事業費は、コロナウイルスの影響で食育

講演会など中止したことによる減額です。 

 １２２、１２３ページをお願いします。 

 １１款災害復旧費１項農林水産施設災害復旧費４目農林業施設単独災害復旧費、境界復元業務

委託料４０万円減額、設計業務委託料６０万円減額は不用額の整理です。 

 １２４、１２５ページをお願いいたします。 

 １２款公債費１項公債費１目元金の財源更正は、公営住宅使用料及び督促使用料の減額による

ものです。 

 ２目利子の財源更正は、大野城史跡地買上事業に伴う利子確定によるものです。 

 歳出の説明は、以上となります。 

 続きまして、歳入の説明をさせていただきます。 

 １６、１７ページをお願いいたします。 

 １款町税は、年度末の調定見込額や見込徴収率等の見直しにより、１項町民税を２,６９８万

２,０００円増額。 

 ２項固定資産税を１,９１１万４,０００円増額。 

 ３項軽自動車税を４４万３,０００円増額。 

 ５項旧法による税を２万５,０００円増額しています。 

 次の、１８、１９ページ。 

 ２款地方譲与税、６款地方消費税交付金、７款自動車税環境性能割交付金までは、本年度の収

入見込みから過不足額を増減額補正しています。 

 下段の１１款分担金及び負担金２項負担金は、２０、２１ページ、１２款使用料及び手数料

１項使用料、次の２２、２３ページ中段の２項手数料までについては、収入済額または今後の収

入見込みにより、各予算の増減額補正を行っております。 

 １３款国庫支出金１項国庫負担金、次の２４、２５ページの中段の２項国庫補助金、これらに

ついては歳出事業費の確定等による補正増減により、そこに充てる国庫支出金を増減額補正する

ものや、国からの補助金額の確定通知等により整理を行っているものです。ただし、中段の１目

土木費国庫補助金、防災・安全社会資本整備交付金、公園施設長寿命化対策支援事業交付金

５００万円の増額は、歳出の公園整備工事請負費で説明しました国の防災・減災・国土強靭化の
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ための５か年加速化対策に伴い、公園施設長寿命化計画に基づき今年度実施するもので、国の

２分の１の補助となっております。 

 ２目総務費国庫補助金、２６、２７ページをお願いします。 

 一番上の戸籍住民基本台帳費補助金は、個人番号カードの交付枚数の増加に伴い必要経費に対

する補助金として個人番号カード関連事務費補助金１,３８０万４,０００円増額しており、国か

らの１０分の１０の補助となっております。 

 ３目民生費国庫補助金、児童虐待防止対策支援事業費補助金は、子育て支援関係経費の人件費

に対する補助金で、１５０万９,０００円増額しており、国からの２分の１の補助となっており

ます。 

 ９目教育費国庫補助金、教育振興費補助金、学校保健特別対策事業費補助金は、国から追加交

付となり５００万円増額をしています。その下、学校施設環境改善交付費、防災機能強化事業交

付金３,３１９万８,０００円の増額は、桜原小学校体育館大規模改修事業の実施に伴い計上する

もので、国から３分の１の補助となっております。 

 ２８、２９ページをお願いします。 

 １４款県支出金１項県負担金、次の３０、３１ページの２項県補助金、さらに次の３２、

３３ページの中段、３項委託金までは、国庫支出金と同様に歳出事業費の確定等による補正増減

により、それに連動し増減額補正するものがほとんどとなっております。 

 １５款財産収入１項財産運用収入１目財産貸付収入は、現在の収入状況から２万７,０００円

を増額するもの。 

 ２目利子及び配当金は、基金の利子を２つの基金の現在高に合わせ調整するものです。 

 ２項財産売払収入１目不動産売払収入、町有地売払収入は福岡県が施工する志免宇美線街路事

業に伴う町有地売払収入及び大字井野字長谷地区町有地の売払収入等により、１億９５０万

８,０００円増額をしています。 

 ３４、３５ページをお願いします。 

 １６款寄附金１項寄附金１目一般寄附金、一般寄附金を１５万円、２目指定寄附金、図書館費

寄附金を１０万円計上しています。 

 １７款繰入金２項基金繰入金６目町制施行１００周年記念事業基金繰入金、４０１万５,０００円

の減額は基金充当事業費の減によるものです。 

 １９款諸収入１項延滞金、加算金及び過料１目延滞金では、収入済額から町税延滞金を

２７８万３,０００円増額しています。 

 ７項雑入５目過年度収入、医療費支給事業費は障害者医療給付費の支給額の清算により、

７１０万７,０００円増額をしています。 
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 ３６、３７ページをお願いします。 

 ８目雑入は、収入額の確定や見込みにより増減額整理をするものですが、中段下、保健衛生雑

入では保健事業と介護予防の一体的業務に関する人件費に対する委託金６７２万６,０００円を

増額。その下の清掃雑入、不燃残渣処理委託料は３７８万４,０００円の増額は、コロナ禍に伴

いごみの処理量が増加したことによるものです。 

 ３８、３９ページの中段上の文化雑入は、歳出で説明をしました大字井野字天園地区の埋蔵文

化財の本調査を実施する必要がなくなったため、発掘調査業務委託金事業主負担分を１,４９３万

３,０００円減額しています。 

 ２０款町債１項町債は、対象事業費の確定等により減額整理を行っていますが、４０、

４１ページをお願いします。中段の１２目減収補塡債、１億４４０万８,０００円の増額は、新

型コロナウイルスの影響により通常を上回る大幅な減収が生じる税目について、令和２年度限り

の措置として地方財政法が改正され、当町においては地方消費税交付金、市町村たばこ税、地方

揮発油譲与税が該当し、借入れることとしたものです。 

 １３目補正予算債、防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債、桜原小学校防災機能強化事業は

体育館大規模改修事業に伴い６,５４０万円増額。その下の公園施設長寿命化対策支援事業は宇

美公園ほか２公園にある施設の更新工事に伴い５００万円増額をしています。 

 ２１款法人事業税交付金１項法人事業税交付金１目法人事業税交付金２,４７０万円の増額は、

今年度から県が法人事業税の収入割に対して算定した額を市町村に交付されるものです。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 第２表繰越明許費補正は、３件の追加を提案するもので、１件目が３款民生費２項児童福祉費、

事業名が宇美八幡宮保育園整備事業費で、金額を１億５,２０４万７,０００円と定めるもの。

２件目が８款土木費５項都市計画費、事業名が公園施設長寿命化対策支援事業で、金額を

１,１００万円と定めるもの。３件目が１０款教育費２項小学校費、事業名が桜原小学校大規模

改修体育館事業で、金額を１億３,７９７万９,０００円と定めるものです。 

 右側７ページをお願いします。 

 第３表地方債補正は、追加２件、変更５件を提案するもので、１、追加は、１件目が起債の目

的が減収補塡債で、限度額が１億４４０万８,０００円、２件目が起債の目的が防災・減災・国

土強靭化緊急対策事業債で、限度額が７,０４０万円で、起債の方法、利率、償還の方法は他の

地方債と同じ内容で定めるものです。 

 ２、変更は、いずれも限度額の変更で、公共事業等債９,２６０万円を７,１３０万円に、公営

住宅建設事業債６,２１０万円を３,７８０万円に、公共施設等適正管理推進事業債４１０万円を

１９０万円に、緊急防災・減災事業債２,２６０万円を２,０９０万円に、緊急自然災害防止対策
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事業債７,４７０万円を７,４２０万円にそれぞれ変更するものです。 

 最後に、予算書の最後のほうになりますが、１２６ページ、１２７ページと、次の１２８、

１２９ページに今回の補正に係る給与費明細書を掲載しております。御参照ください。 

 以上で説明を終わりますが、御審議の上、可決いただきますようお願いいたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  説明が終わりました。 

 ここで、住民課長から発言の申出があっておりますので、これを許します。八島住民課長。 

○住民課長（八島勝行君）  誠に申し訳ございませんが、提出をさせていただいております資料に

誤りがございましたので、訂正をさせていただきます。 

 ３月議会議案資料綴一般会計補正予算（第８号）の事業一覧表でございます。これの３ページ

の３番目、３款２項１目の子育て世帯応援給付金の給付事業費の予算額の現計の箇所でございま

す。今、資料には６,０６７万３,０００円と記載しておりますが、正しくは３,２６７万

３,０００円でございます。３２６７３でございます。 

 誠に申し訳ございませんが、訂正をお願いいたします。 

○議長（古賀ひろ子君）  ただいまから、１３時まで休憩に入ります。 

11時49分休憩 

……………………………………………………………………………… 

13時00分再開 

○議長（古賀ひろ子君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 説明が終わりましたので、質疑に入ります。 

 質疑の方法についてお諮りします。歳入と歳出に区別の上、歳出は適宜こちらのほうで指示い

たし、歳入一括、最後に総括質疑という順序で審査を行いたいと思いますが、御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  異議なしと認めます。 

 質疑のある方は、ページ数をお示しの上、質疑をお願いします。 

 それでは、歳出１款議会費から２款総務費まで、４４ページから６１ページまで質疑のある方

はどうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。 

 次に３款民生費から４款衛生費まで、６２ページから７９ページまで質疑のある方はどうぞ。

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。 

 次に、６款農林水産業費から９款消防費まで、８０ページから９７ページまで、質疑のある方

はどうぞ。１番、丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  まず、これ、資料のほうで行きたいと思います。５ページ、道路橋りょう

維持管理費についてお伺いします。 

 黒橋の補修事業、ここで２,３８０万円減額されています。黒橋については、宇美町の中でも

一番と言っていいぐらいかなり古い橋梁でもあり、唯一鉄道をまたぐ跨道橋として設置されてい

るものです。これで、なぜ２,３８０万円減額で済んだのか、事業費１,２２０万円で済んだのか、

どのような補修工事を行ったのか、そこを説明してください。 

○議長（古賀ひろ子君）  安川都市整備課長。 

○都市整備課長（安川忠行君）  失礼いたします。 

 黒橋につきましては、平成３１年度に点検を行いまして、その結果に基づいて、令和２年の

１月にＪＲと協議をしまして現地の調査を行ったという経緯になります。 

 この黒橋につきましては、ＪＲが点検し工事も行うというところになっていまして、町とＪＲ

と協定を結びまして工事をお任せするというところになります。 

 令和２年の１月に現地調査を行って、令和２年の当初予算には、その設計の正確な金額という

のが補正の当初の時点では間に合わなかったという経緯があります。ですから、概算で予算計上

しておったというような経緯がございます。実際やってみますと、思ったよりも軽微で済んだと

いうところによって、金額が大幅に減額したというところになります。 

 以上です。 

○議長（古賀ひろ子君）  丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  今後の宇美町の橋りょう改修事業、先ほど子安新橋ですか、そういったと

ころをきちんと町道認定して補助を頂きながら改修していく、これは分かるんですけど、ほかに

宇美町で大規模な補修工事が必要な橋りょう、どことどこが残っているのか、あるいは、それを

いつぐらいにやっていこうと考えているのか、簡単で結構ですから説明をお願いします。 

○議長（古賀ひろ子君）  安川課長。 

○都市整備課長（安川忠行君）  本年度につきましては、黒橋のほかに後川橋、炭焼一区のところ

になるんですが、それを補修を行っております。来年につきましても３橋、一応予定をしている

ところでございます。 

 すいません。来年度は、障子岳橋、それと参宮橋、上戸樋橋、この３橋を予定しているところ

でございます。 

○議長（古賀ひろ子君）  丸山議員。 
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○１番（丸山康夫君）  分かりました。 

 次に行きたいと思いますけれども、その横です、６ページで都市計画街路整備事業、志免宇美

線、ここは、今回、管財課、ここが町有地の買収をしてもらったということで報告もされており

ましたけれども、この町有地の買収以外に用地の買収が進んでいるのかというのが非常に気にな

るところです。事業認可の期間内にこの志免宇美線、開通の見込みが果たして立つのかというこ

とも非常に気になるんで、町有地の買収以外に何件くらい、民間の土地です、ここが用地買収が

進んだのか、プラスの何平米用地買収が進んだのか、この辺りを説明してください。 

○議長（古賀ひろ子君）  安川課長。 

○都市整備課長（安川忠行君）  手元に資料がございませんので、ちょっとお時間を頂きたいと思

います。すいません。 

○議長（古賀ひろ子君）  丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  ぜひお願いしたいと思いますけれども。 

 では、その下、町営住宅の建設事業費についてお伺いします。 

 この町営住宅、古い町営住宅、全部撤去してしまったわけなんですけれども、その下に、地面

の中にくいが残っていると思っています。そのくいの撤去までできたのか、あるいは、やったほ

うがよかったのか。どうなんでしょうか、その辺。まだ残っているなら残っているでいいんです

けれども、どうでしょう、その辺りを教えてください。 

○議長（古賀ひろ子君）  矢野管財課長。 

○管財課長（矢野量久君）  失礼いたします。 

 昭和町町営住宅建替事業に伴いまして、旧昭和町町営住宅におきましては、全ての棟におきま

して、基本的にくいがございました。今回、撤去をいたしましたところは２棟、新しく建てまし

た、そこに支障となる範囲のみをくいの撤去を行っています。 

 したがいまして、それ以外の住宅の下には、現状としても上屋は解体しております。基礎も解

体しています。しかし、くいだけは存置していると状況でございます。 

 こちらにつきましては、くいが出てきた時点で、まず補助金の対象となるのか否かとか、そう

いった観点も調べました。その中でいきますと、やはり、交付金の性質上は建替事業です。した

がいまして、新しく住宅を建てて、そこに支障となるところ、そういったところまでが交付金と

して対象になるということになりますので、今回、いわゆる建設したところ以外の余剰地とか駐

車場、そういったところに眠っているくいについて、補助金としては非常に厳しいというような

ことがございます。 

 それと、もう一点が、あそこの地区が地質、地盤が若干不安定な時期がございました、現状は

ちょっと収まっているんですが。そういう意味で考えますと、くい自体は根元が支持層まで到達
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していますので、くいを残したほうが、ある意味抑止ぐい的な観点もございますので、地域的に

安全な面があるということも勘案した上で、既存のくいは存置するという状況にしております。 

○議長（古賀ひろ子君）  丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  非常に丁寧な説明していただいたんでよく分かったんですけど、この間、

私、見て回ったんです、歩いて。しばらくは、撤去した用地に関しては売払いできないというこ

とで理解しております。 

 ただ、売り払うときに、今あるくいがどのような影響を与えるのか。それは、くいがあること

によって、売り払う際、大分先と思うんですけど、それがどう影響を与えるのか。地価が下がっ

てしまうのか、逆に、今言ったように安定しているんで、そのまま残したほうが高く売れるのか、

その辺りが聞きたかったんで、その辺りも分かりましたら教えてください。 

○議長（古賀ひろ子君）  矢野課長。 

○管財課長（矢野量久君）  今、余剰地として残っている土地に関しましては、今後その町営住宅

として新たな建設をするという予定もございません。名前のとおり余剰地でございます。 

 しかし、この建替事業、交付金を使って行う事業においては、やはり建て替える上での交付金

でございます。余剰地についても解体費を交付金で今回充てておる関係上、当然ながら、土地に

関してのすぐ売却とか処分、こういったものは当面の間はできないというふうに考えています。 

 もしの話ですが、売却するならばどうだろうというところも、当然将来的なこともございます

ので、今回くいが出たところの全てのくいのポイント、位置、そして深さ、あらかたの深さです

ね、そういったところを全てデータを取っておりますので、仮に処分する場合においては、その

土地に起因する重要説明事項ということで、必ず売主側の説明事項で盛り入れた形で処理すると。 

 議員おっしゃられますように、確かに地下に若干、プラスになることはないと思いますので、

こういうくいがございます。ただし、地下、約１メートル程度以深のところにくいの頭がありま

すので、通常の住宅等建設する上ではそこまで影響がないのかなというふうに考えているところ

です。 

 以上です。 

○議長（古賀ひろ子君）  ほかにはありませんか。８番、黒川議員。 

○８番（黒川 悟君）  ９４、９５ページの消防費についてお伺いします。 

 消防車購入費、これが１７１万２,０００円の減額になっていますけども、これは仕様変更か

何かで減額になっているんでしょうか。 

○議長（古賀ひろ子君）  藤木危機管理課長。 

○危機管理課長（藤木義和君）  お答えをいたします。 

 こちらの１７０万円余の減額ですけれども、これ、契約の先による減額でございます。特段仕
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様を変えたとか、そういったものはございません。 

○議長（古賀ひろ子君）  黒川議員。 

○８番（黒川 悟君）  それと関連してですけども、消防車の免許の問題なんですが、取得補助制

度がありますが、本年度の実績としてはどのくらいあるんですか。 

○議長（古賀ひろ子君）  藤木課長。 

○危機管理課長（藤木義和君）  運転免許証の補助金制度の問題でございますが、本年度において

は、残念ながら対象者、応募があった方はいらっしゃいません。 

 ただ、今、昨年度から消防団の団員向けの講習会を危機管理課のほうが行っておりまして、そ

の中で道路交通法による自動車運転免許証の制度改正、それから宇美町がこういう補助金制度を

持っていますという御案内は常々研修会のほうでも案内をしているところでございます。 

 現在のところ、来年度に数名ほどの応募をしたいというような声は現在上がっているというの

を聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（古賀ひろ子君）  ほかにはありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。 

 次に、１０款教育費から１２款公債費まで、９８ページから１２５ページまで質疑のある方は

どうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。 

 歳出の質疑を終結します。 

 次に、歳入一括質疑に入ります。１６ページから４１ページまで、質疑のある方はどうぞ。あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。 

 歳入の質疑を終結します。 

 次に、総括質疑に入ります。質疑のある方はどうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  ないようです。総括質疑を終結します。 

 ここで、回答保留分を都市整備課に回答させます。安川都市整備課長。 

○都市整備課長（安川忠行君）  時間を取らせて申し訳ございませんでした。 

 現在、２期工区を工事やっているわけなんですが、宇美町分が約８００メートル、これが平成
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２９年から令和８年度の１０年間というところになります。 

 事業費ベースでいきますと１２.１５％というところで、お尋ねの、今年度、町有地のほかに

２件、私有地の分が売却されております。そのほか、筆がどれだけかというのは、ちょっと県の

ほうに問合せしないとちょっと分かりませんので、あとどれだけの所有者、どれだけの筆が残っ

ている、どれだけの平米が残っているというのが、県のほうに問合せしないと分かりませんので、

現時点ではちょっとお答えができません。すいません。 

○議長（古賀ひろ子君）  丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  たしか、去年はほとんど用地買収はできてなかったと思います。今年が町

有地以外に２件、これ非常に進捗率として不安になるんです。果たして令和８年ですか、ここま

でに２工区開通するのかと不安になってまいります。 

 何でこういうことを聞くかというと、今コロナで、そこにお金たくさんつぎ込んだんで、次に、

きちんと都市計画道路、ここにお金がついていくか、多分あまりつかないんじゃないかなと思う

んです。当然、交付金事業で県がやってくれると宇美町の負担金は６分の１で済む。これが、お

金がつかずに県の単独費でやっていくと宇美町はその４分の１を負担しなければならない。だか

らこそ、こういった、今年辺りきちんと交付金事業で予算化されている中で、買えるところはし

っかり予算の範囲内でしっかり買っていく、こういうことが非常に大事になってくる。あとあと、

ずっと延びていく中で、お金がもう国からつきませんよとなったときに、県がやってくれるにし

ろ、さっき言ったように宇美町の負担金がどんどん増えていくんですね。 

 だからこそ、県としっかり協議を行いながら、買えるところはどんどんやっていく。町として

も最大限のアプローチをしていく、手を結びながらですね。非常に大事になってきますけれども、

その辺りきちんと認識してあるのか。もっともっと県に対して予算あるじゃないかと、しっかり

買っていきましょうよと、そういった協議はなされているのか、いかがですか。 

○議長（古賀ひろ子君）  安川課長。 

○都市整備課長（安川忠行君）  当然、議員言われるように、予算としては道路の交付金自体も

年々減っておりますし、厳しいというのは当然理解しておりますし、もう計画年度につきまして

は、令和８年度というところがありますから、当然、積極的に県のほうにやっていただきたいと

いうところで協議もしておりますし、当然志免との絡みもありますので、先日も志免のほうに出

向きまして、一緒に協力体制で進めていこうというような話で、努力はしていくというふうには、

当然考えているところでございます。 

○議長（古賀ひろ子君）  丸山議員。 

○１番（丸山康夫君）  そこで、今後も志免にお金を回しました、志免を優先させますというのも

分かるんです。 
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 ただし、先ほども言いましたとおり、後々お金がつかない、国からの交付金がつかないという

ふうなのが表面化してくると、宇美町の負担というのはどんどん膨れ上がるんですね。４分の

１と６分の１ではかなり違うんです。私もそういったことを経験していますので、しっかりその

辺やっていただくと同時に、買い上げるために手を挙げていただく、うちの土地を早く買ってく

ださいよという方々がたくさん出てくると、県のほうもやりやすいんじゃないかなと思いますの

で、こういったことをしっかり地権者に対して周知しながら、早め早めの土地の買上げ、測量か

ら補償費の算定、かなり時間かかりますんで、行っていただきたいと切に願っております。よろ

しくお願いします。 

○議長（古賀ひろ子君）  保留分の質疑を終結いたします。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  討論なしと認めます。 

 これから議案第１７号 令和２年度宇美町一般会計補正予算（第８号）を採決いたします。本

案を原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（古賀ひろ子君）  起立全員であります。したがって、議案第１７号は原案のとおり可決さ

れました。 

────────────・────・──────────── 

○議長（古賀ひろ子君）  以上をもちまして、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会することにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（古賀ひろ子君）  異議なしと認めます。本日は、これで散会いたします。 

○議会事務局長（川畑廣典君）  起立願います。礼。お疲れさまでした。 

13時22分散会 

────────────────────────────── 

 

 


